
2018.7　広報かわぐち 62018.7　広報かわぐち7

問い合わせ…防災課　A048-242-6358　E048-281-5765

まずは「知ること」まずは「知ること」

今日できることから始めましょう今日できることから始めましょう

さまざまな手段で情報を入手しましょうさまざまな手段で情報を入手しましょう

①下記の消防署・分署へ連
絡の上、受け取りに来て
ください。
②原則として戸建て住宅
や小規模アパートを対象に一世帯あたり10袋程
度を限度として提供します。
③警戒体制のときは提供できない場合がありま
す。事前に準備してください。
④使用済みの土のうは、再利用または自己処分を
お願いします。

電　話住　所施 設 名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

南消防署消防課
横曽根消防分署
南 平 消 防 分 署
新 郷 消 防 分 署
青 木 消 防 分 署
安 行 消 防 分 署
鳩ヶ谷消防分署
北消防署消防課
上青木消防分署
神 根 消 防 分 署
伊 刈 消 防 分 署
芝 園 消 防 分 署
戸 塚 消 防 分 署

本町2-4-39
西川口3-18-1
新井町17-20
東本郷1283-3
青木4-7-18 
安行領家968 
坂下町4-3-14 
芝下2-1-1
上青木4-4-6 
神戸34 
伊刈46 
芝園町3-5 
戸塚3-13-16 

048-222-8320
048-251-3300
048-222-5818
048-282-4109
048-251-4502
048-296-1110
048-281-0119
048-261-5952
048-265-1315
048-282-3238
048-265-1316
048-266-5216
048-296-5567

台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。
河川の水が堤防などの外へあふれ出る水害のこと
を「外水氾濫」、雨量が下水による排出量を上回っ
た時に起きる浸水を「内水氾濫」と呼びます。

風水害とは？風水害とは？！

自宅の安全チェックポイント自宅の安全チェックポイント！

●窓や雨戸など、家の外を確認する
●非常時持出品の点検、準備をする
●避難場所を確認する
●避難の準備をする

危険サインが出たら
取るべき行動
危険サインが出たら
取るべき行動

！

防災対策で大切なことは、一人一人が取り組む「自助」です。
自分の身を守るために、防災に関する知識・災害情報を得ましょう。

災害時に自らを守るために災害時に自らを守るために！
●避難情報に注意する
●身の危険を感じたら、早めに避難する
●川の水位情報に注意し、川や水路には近
づかない

●移動するのが危険な場合は、建物の２
階以上に留まる

強風注意報
大雨注意報
洪水注意報

大雨警報
洪水警報

大雨特別警報

水害発生時には、一時的に建物の上層階へ避難する「垂
直避難」が有効です。
市では、ご協力いただけるマンションや大型商業施設を
洪水時一時緊急避難施設として指定を進めています。

「土のう」無償提供

◆川口市防災気象メール

◆きらり川口情報メール

メールでメールで

※きらり川口情報メールは防災行政無線の放送内容
をお知らせします。

※迷惑メールの受信拒否などで、登録できないことがあります。
※メールの登録・利用料は無料、受信料は自己負担です。

❶下記のアドレスに空メールを送信

❷返信されてきた登録用ホームページにアクセス
❸画面の内容に従い登録または変更

川口市防災気象メール
kawaguchicity@jijo.bosai.info
きらり川口情報メール
 kawaguchi-mail@sg-m.jp

↓

↓

◆防災行政無線無料
　テレホンサービス

電話・
インターネットで
電話・
インターネットで

市の防災行政無線の放送内容を電話で
確認できます。

A0800-800-4344
◆気象庁ホームページ

◆川口市防災気象情報

◆川口市ハザードマップアプリ

  

0.00

テレビ・
ラジオで
テレビ・
ラジオで

テレビで
リモコンの「ｄ」ボタンを押す
と、市の避難情報を見ることが
できます。
ラジオでは
FM85.6にあわせると

「FM Kawaguchi」
で災害情報と防災情報が確認
できます。
※インターネットでも聴くことがで

きます。

（通話料無料）

近年、毎年のように日本各地で風水害による被害が発生しています。
いざというときのために、必要な知識を身につけ、被害を最小限に抑
えるための準備をしましょう。

玄関まわり・共用スペース
□植木鉢や自転車など、避
難する際に支障となる物
を置いていないか

ベランダ

□エアコンの室外機は確実
に固定されているか
□物干しざおなど、落下す
る危険がある物や不要な
物は置いていないか雨どい・雨戸

□雨どいに落ち葉や土砂な
どが詰まっていないか
□雨どいの継ぎ目が外れて
いないか
□雨戸の建て付けが悪くな
っていないか

屋根

□テレビアンテナや屋根瓦
がしっかり固定されている
か

プロパンガス

□倒れないよう、しっかりと
した土台の上に置いてあ
るか
□鎖などで固定されている
か

川の防災 情 報●登録方法●

市内河川のポンプ点検
　市が管理している河川には40箇所70基のポンプがあ
り、台風や大雨、集中豪雨などに備えるため、毎月1回試
運転を含めた点検作業を行っています。

緊急速報メールを活用した洪水情報の配信
　荒川・芝川・新芝川・綾瀬川で大規模な洪水が発生
する恐れがある、または発生した場合、危険性の高い地
域のかたの携帯電話やスマートフォンに洪水情報の配信
を行っています。危険性の察知や、自主的な避難の判断
に役立ててください。
※機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。また、電
源が切れている場合や、電波状況が悪い場合は受信することができませ
ん。

迫り来る自然の猛威

防 災 本
ハザードマップや災
害時の備えを掲載
している防災本を配
布しています。
配布場所

３３

危
険
度

危
険
度

避難準備・高齢者等避難開始避難準備・高齢者等避難開始

・危険な状況です。
・避難の準備をしてください。
・家族の中に小さな子どもやお年寄
り、体の不自由なかたがいる場合は
避難を開始してください。

避難勧告避難勧告

・非常に危険な状況です。
・指定された地域のかたは避難を開始
してください。
・避難所への避難が危険な場合、近く
の安全な場所に避難してください。

避難指示（緊急）避難指示（緊急）

・大至急、避難が必要な状況です。
・ただちに避難してください。
・避難する余裕がなければ、命を守る
最低限の行動をとってください。

低

高

つの
避難情報

風水害への備えは
できていますか？

●本庁舎　●支所　●公民館　
●川口駅前行政センター　
●防災課（鳩ヶ谷庁舎4階）　●消防局
●南・北消防署
※市ホームページからもご覧になれます。

□
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※迷惑メールの受信拒否などで、登録できないことがあります。
※メールの登録・利用料は無料、受信料は自己負担です。

❶下記のアドレスに空メールを送信

❷返信されてきた登録用ホームページにアクセス
❸画面の内容に従い登録または変更

川口市防災気象メール
kawaguchicity@jijo.bosai.info
きらり川口情報メール
 kawaguchi-mail@sg-m.jp

↓

↓

◆防災行政無線無料
　テレホンサービス

電話・
インターネットで
電話・
インターネットで

市の防災行政無線の放送内容を電話で
確認できます。

A0800-800-4344
◆気象庁ホームページ

◆川口市防災気象情報

◆川口市ハザードマップアプリ

  

0.00

テレビ・
ラジオで
テレビ・
ラジオで

テレビで
リモコンの「ｄ」ボタンを押す
と、市の避難情報を見ることが
できます。
ラジオでは
FM85.6にあわせると

「FM Kawaguchi」
で災害情報と防災情報が確認
できます。
※インターネットでも聴くことがで

きます。

（通話料無料）

近年、毎年のように日本各地で風水害による被害が発生しています。
いざというときのために、必要な知識を身につけ、被害を最小限に抑
えるための準備をしましょう。

玄関まわり・共用スペース
□植木鉢や自転車など、避
難する際に支障となる物
を置いていないか

ベランダ

□エアコンの室外機は確実
に固定されているか
□物干しざおなど、落下す
る危険がある物や不要な
物は置いていないか雨どい・雨戸

□雨どいに落ち葉や土砂な
どが詰まっていないか
□雨どいの継ぎ目が外れて
いないか
□雨戸の建て付けが悪くな
っていないか

屋根

□テレビアンテナや屋根瓦
がしっかり固定されている
か

プロパンガス

□倒れないよう、しっかりと
した土台の上に置いてあ
るか
□鎖などで固定されている
か

川の防災 情 報●登録方法●

市内河川のポンプ点検
　市が管理している河川には40箇所70基のポンプがあ
り、台風や大雨、集中豪雨などに備えるため、毎月1回試
運転を含めた点検作業を行っています。

緊急速報メールを活用した洪水情報の配信
　荒川・芝川・新芝川・綾瀬川で大規模な洪水が発生
する恐れがある、または発生した場合、危険性の高い地
域のかたの携帯電話やスマートフォンに洪水情報の配信
を行っています。危険性の察知や、自主的な避難の判断
に役立ててください。
※機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。また、電
源が切れている場合や、電波状況が悪い場合は受信することができませ
ん。

迫り来る自然の猛威

防 災 本
ハザードマップや災
害時の備えを掲載
している防災本を配
布しています。
配布場所

３３

危
険
度

危
険
度

避難準備・高齢者等避難開始避難準備・高齢者等避難開始

・危険な状況です。
・避難の準備をしてください。
・家族の中に小さな子どもやお年寄
り、体の不自由なかたがいる場合は
避難を開始してください。

避難勧告避難勧告

・非常に危険な状況です。
・指定された地域のかたは避難を開始
してください。
・避難所への避難が危険な場合、近く
の安全な場所に避難してください。

避難指示（緊急）避難指示（緊急）

・大至急、避難が必要な状況です。
・ただちに避難してください。
・避難する余裕がなければ、命を守る
最低限の行動をとってください。

低

高

つの
避難情報

風水害への備えは
できていますか？

●本庁舎　●支所　●公民館　
●川口駅前行政センター　
●防災課（鳩ヶ谷庁舎4階）　●消防局
●南・北消防署
※市ホームページからもご覧になれます。

□


